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序章  計画の概要 

１．背景 

 人口の高齢化や生活様式の変化等により、我が国ではがん、循環器疾患等の疾患が増加してい

ます。一方、生活習慣を改善することにより、その多くは予防が可能であることも広く知られるように

なってきました。 

 また、近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等（以下「レセプト等」という。）の電子化の

進展、国保データベース（KDB）システム等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活

用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整備が進んでいます。 

 こうした中、「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）においても、「全ての健康保険組合

に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として

データヘルス計画の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の

取組を行うことを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進することとされ

ました。 

 これらの背景を踏まえ、岩出市においても健康・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効

果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価を行う保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定

します。 

 

２．計画の位置づけ 

 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定に当たっては、特定健康診査の結果、レセ

プト等のデータを活用し分析を行うことや保健事業の評価においても健康・医療情報を活用して行

います。なお、国の「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１（第２次））」に示された基本

方針を踏まえるとともに、県の「第三次和歌山県健康増進計画」及び本市の「第２次岩出市長期総

合計画」、「岩出市健康づくり計画 ふれあい健康２１」と十分な整合性を図るものとします。 

 

３．計画の期間 

 計画の期間は、「第七次和歌山県保健医療計画」及び「第三期和歌山県医療費適正化計画」の

最終年度である２０２３（平成３５）年度までの６年間とします。これは、医療と介護の連携を図る観点

から、「岩出市介護保険事業計画」との整合性を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第３１号）の規定により、全国及び

都道府県医療費適正化計画の計画期間、特定健康診査等実施計画の計画期間が５年から６年に

見直されたことによります。 
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第１章  現状の整理 

１．岩出市の特性 

  本市は、和歌山県の北部、和歌山市の中心部から約１５㎞、大阪都心部から約５０㎞、関西国際

空港からは約３０㎞の距離に位置し、北は大阪府泉南市及び阪南市、西南は和歌山市、東南は紀

の川市に接しています。和歌山市や泉南地域、大阪都市圏への交通アクセスに恵まれ、和歌山県

と大阪府の交通の要衝となる本市は、大阪府側から和歌山県に至る玄関都市として位置づけられ

ています。 

市域は、東西に約５.７㎞、南北に約８.８㎞、面積は３８.５１㎢であり、平成１８年４月に旧岩出町か

ら単独での市制を施行し、岩出市が誕生しました。 

 地勢を見ると、市の北部には緑豊かな和泉山脈が東西に連なり、南部には大台ケ原を水源とする

清流紀の川が流れています。気候は瀬戸内気候区に類似し、温暖で年間降水量も少なく、比較的

穏やかな気候に恵まれ、緑豊かな自然や田園風景が広がる一方、交通の利便性の高さと商業施

設が充実し、日常生活のしやすさから住宅都市としても発展を続けています。 

 

２．人口及び就業の状況 

 本市の総人口は年々増加しており、平成２８年度末現在で５３,９４４人となっています。（図１－１、

図１－２） 

 年齢３区分別に見ると、０～１４歳（年少人口）は年々減少、１５～６４歳（生産年齢人口）は平成２２

年度以降減少、６５歳以上は年々増加と、少子高齢化が進行している状況にあります。（図１－３） 

 また、本市は、和歌山市や泉南地域、大阪都市圏への交通アクセスが便利なことから、市外へ通

勤・通学する市民の多いことが特徴の一つです。産業は、県内市町村及び国と比較すると、農業等

の第１次産業、第２次産業の割合は低く、サービス業等の第３次産業の割合が高い傾向にあります。 
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（資料 ： 住民基本台帳（外国人を含む））                                     

（資料 ： 住民基本台帳（外国人を含む）＜平成１０年度～平成２８年度＞、 

国勢調査＜昭和５０年度～平成２年度＞） 
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図１－２ 性別・年齢別人口（平成２８年度末現在）
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３．死因・標準化死亡比の状況 

 本市の死因は、悪性新生物（がん）２９.３％、心疾患（高血圧性を除く）１６.９％、老衰６.６％、脳血

管疾患５.３％、肺炎５.０％の順になっています。本市の上位死因は、県内市町村平均と概ね同じ

傾向となっています。（表１－１、図１－４、図１－５） 

 また、標準化死亡比（SMR）を全国と比較すると、男性は老衰、肝疾患及び悪性新生物による死

亡が高くなっており、女性は肝疾患、老衰、肺炎及び悪性新生物による死亡が高くなっています。

（表１－２） 

 
表１－１ 本市及び本県の死因順位（平成２８年） 

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位  

 
 

岩出市 

悪性 

新生物 

 

29.3％ 

心疾患 

（高血圧 

性を除く） 

16.9％ 

老衰 

 

 

6.6％ 

脳血管 

疾患 

 

5.3％ 

肺炎 

 

 

5.0％ 

肝疾患 

 

 

3.3％ 

慢性閉塞 
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（資料 ： 人口動態統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２ 標準化死亡比（※）（平成２０年～２４年）                      （基準集団：全国１００） 

（資料 ： 人口動態保健所・市区町村別統計） 
 

 
 

（※）標準化死亡比（SMR）・・・ 

性、地域ごとに「全国の年齢階級別死亡率で死亡するとしたときのその地域の期待死亡数」に対する「実際の 

死亡数」の比を１００倍して算出しています。したがって、年齢構成の違いの影響を除いて死亡状況を表すも 

のであり、地域比較に用いられます。SMRが１００より大きい（小さい）場合、その地域の死亡率は全国より高い 

（低い）と判断されます。 

 悪性新生物 心疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎 肝疾患 

男性 １００.７ ８７.７ １０４.２ ８０.１ ９３.４ １０２.９ 

女性 １０１.９ ９９.７ １２８.９ ７４.０ １１５.７ １７９.６ 
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図１－４ 本市の死因別割合（平成２８年）
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図１－５ 本県の死因別割合（平成２８年）
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図１－６ 

４．国民健康保険の状況 

 （１） 加入者の状況 

   平成２９年３月３１日（平成２８年度末）時点における国民健康保険の世帯数は７,５５１世帯、被 

保険者数は１３,２２６人となっています。 

市全体の世帯数に対する加入率は３３.７％で、人口に対する加入率は２４.５％となっています。 

（図１－６） 

  前期高齢者（６５歳～７４歳）の構成率は年々大幅に増加し、平成２８年度の構成率は３８.１％ 

となっています。市全体の高齢化が進行している状況を鑑みますと、今後も増加していくことが 

予想されます。（図１－７） 
 

 （資料 ： 市民課提供（指定区別年齢別男女別人口調）、年齢別男女別被保険者数調） 

 

 

（資料 ： 国民健康保険事業状況報告書（事業年報）） 
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国民健康保険加入状況（平成２９年３月３１日現在：女性）
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図１－７ 前期高齢者構成率の推移
（単位：％）
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（２） 医療費の状況 

  平成２８年度の医療費は、総額で４７億５,２３９万３,８８８円となっており、前年度に比べ１億５７ 

５万１,４６０円の増加となっています。平成２２年度以降では、平成２５年度に初めて減少に転じ 

ましたが、平成２６年度以降は再び増加が続いています。（図１－８） 

 年齢階級別の医療費を見ると、平成２８年度では６０歳以上の医療費が全体の６７.５％を占め 

ており、国民健康保険医療費の大半を占めています。（図１－９） 

  疾病大分類別の上位医療費は、入院では新生物がトップ、次いで循環器系の疾患、精神及 

び行動の障害等が上位でした。また、入院外では消化器系の疾患、循環器系の疾患、腎尿路 

生殖器系の疾患が上位となっています。（表１－３、表１－４） 

  １人当たり診療費（入院＋入院外＋歯科）は増加傾向にありますが、県内市町村平均よりも 

下回っています。（図１－１０） 

しかしながら、６５歳以上の前期高齢者１人当たり医療費を見ると、本市のみの動向となります 

が、平成２３年度をピークに減少しましたが、平成２６年度以降は再び増加傾向にあります。（図 

１－１１） 

                                 （資料 ： 国民健康保険事業状況報告書（事業年報）） 

1,679,898 千円 1,631,636 千円 1,655,509 千円
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図１－８ 区分別医療費（一般＋退職）の推移

入院 入院外 療養費 歯科 調剤 訪問看護

（単位：千円）
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（資料 ： 和歌山県国民健康保険団体連合会提供資料（病類別疾病分類基礎データ）） 
                 ＜病類別疾病分類基礎データのデータ範囲は、医科の入院、入院外、歯科レセプトを対象とする。（調剤、 

訪問看護は対象外）（以下同じ）＞ 

筋骨格系及び結

合組織の疾患

循環器系の疾患

消化器系の疾患

新生物
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図１－９ 平成２８年度年齢階級別医療費（主要疾病）

筋骨格系及び結合組織の疾患 呼吸器系の疾患

循環器系の疾患 消化器系の疾患

新生物 神経系の疾患

腎尿路生殖器系の疾患 精神及び行動の障害

損傷、中毒及びその他外因の影響 内分泌、栄養及び代謝疾患

その他の疾病

（単位：千円） 

６０歳以上の医療費 

約２５億３,３４９万円（６７.５％） 
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表１－３ 平成２８年度 疾病大分類別上位医療費 （入院） 

順位 疾病名 件数 医療費 

１ 新生物 

（気管、気管支及び肺の悪性新生物、悪性リンパ腫など） 

 

569件 
 

343,902,350円 

２ 循環器系の疾患 

（脳内出血、虚血性心疾患、脳梗塞など） 

 

313件 
 

253,616,650円 

３ 精神及び行動の障害 

（統合失調症、気分（感情）障害、知的障害など） 

 

576件 
 

204,168,170円 

４ 神経系の疾患 

（脳性麻痺、てんかん、アルツハイマー病など） 

 

334件 
 

190,793,000円 

５ 損傷、中毒及びその他外因の影響 

（骨折、頭蓋内損傷及び内臓の損傷など） 

 

176件 
 

108,047,540円 

６ 筋骨格系及び結合組織の疾患 

（脊椎障害、骨の密度及び構造の障害、関節症など） 

 

141件 
 

100,724,890円 

７ 消化器系の疾患 

（胆石症及び胆のう炎、膵疾患、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍など） 

 

243件 
 

82,643,150円 

（資料 ： 和歌山県国民健康保険団体連合会提供資料（病類別疾病分類基礎データ）） 

表１－４ 平成２８年度 疾病大分類別上位医療費 （入院外） 

順位 疾病名 件数 医療費 

１ 消化器系の疾患 

（歯肉炎及び歯周疾患、胃炎及び十二指腸炎など） 

 

30,375件 
 

419,867,920円 

２ 循環器系の疾患 

（高血圧性疾患、虚血性心疾患、脳梗塞など） 

 

22,629件 
 

301,437,840円 

３ 腎尿路生殖器系の疾患 

（前立腺肥大症、乳房及び女性生殖器の疾患、腎不全など） 

 

4,605件 
 

250,690,240円 

４ 新生物 

（良性新生物、胃の悪性新生物、乳房の悪性新生物など） 

 

4,506件 
 

231,476,060円 

５ 内分泌、栄養及び代謝疾患 

（糖尿病、甲状腺障害、内分泌、栄養及び代謝疾患など） 

 

13,155件 
 

216,648,450円 

６ 筋骨格系及び結合組織の疾患 

（関節症、脊椎障害、炎症性多発性関節障害など） 

 

13,207件 
 

162,077,290円 

７ 感染症及び寄生虫症 

（ウイルス肝炎、真菌症、腸管感染症など） 

 

4,143件 
 

125,512,890円 

（資料 ： 和歌山県国民健康保険団体連合会提供資料（病類別疾病分類基礎データ）） 

 

（資料 ： 国民健康保険中央会（国民健康保険の実態）） 

242,516 円
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図１－１０ １人当たり診療費の推移

岩出市 県内市町村平均

（単位：円）
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                                 （資料 ： 国民健康保険事業状況報告書（事業年報）） 
 

 

 

医療費の階級別推移を見ると、平成２５年度以降、入院では８０万円以上の高額なレセプトが増

加しています。（図１－１２）それらの主な疾病は、悪性新生物、脳梗塞、虚血性心疾患、骨折、腎

不全等によるものです。入院外では、３０万円以上のレセプトが増加傾向にあり、主な疾病は悪性

新生物、貧血、ウイルス肝炎、腎不全等によるものです。（図１－１３）平成２８年度は入院、入院外

医療費ともに増加し、割合を見ると、入院の８０万円以上と入院外の５０万円以上レセプトは年々上

昇しています。 
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図１－１２ 医療費階級別の推移（入院）
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（単位：億円）
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図１－１１ 前期高齢者１人当たり医療費（単位：円）
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図１－１３ 医療費階級別の推移（入院外）
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 過去の高額レセプトによる上位疾患を見ると、その大部分が循環器系の疾患となっています。（表

１－５）このような高額レセプトは、生活習慣病の重症化との関連も考えられることから、過去のレセ

プトデータや健診データとの突き合わせを行い、重症化予防対策を講じていくことが重要です。 

 こうした高額な医療費データは単年度では評価が困難であることから、データを蓄積していくこと

が必要であり、対象者を拡大しつつ、今後も継続して調査を行っていきます。 

 

表１－５ 高額レセプトの疾病状況（１か月当たりの高額医療費上位５位） 
 

年度 
 

順位 
 

疾病名 
 

年代 
 

医療費 

 

 

 

 

平成２５年度 

１ 胸部大動脈瘤 ７０歳代 ５,４０３,５１０円 

２ 感染症心内膜炎、慢性腎不全 ６０歳代 ４,６９８,５９０円 

３ 悪性神経膠腫、脳腫瘍 ４０歳代 ３,７１８,７３０円 

４ 急性後壁心筋梗塞 ７０歳代 ３,５５３,０５０円 

５ 急性汎発性腹膜炎 ５０歳代 ３,５２２,０６０円 

 

 

 

 

平成２６年度 

１ 感染症心内膜炎 ５０歳代 ７,２１３,３３０円 

２ 急性大動脈解離（ＳｔａｎｆｏｒｄＡ） ６０歳代 ７,０１５,０００円 

３ 腰椎変性後側弯症 ６０歳代 ６,７７１,８８０円 

４ 特発性肋間動脈損傷 ６０歳代 ６,３８４,３５０円 

５ 大動脈弁狭窄症 ６０歳代 ４,１６７,４５０円 

 

 

 

 

平成２７年度 

１ 解離性大動脈瘤（ＤｅＢａｋｅｙⅢｂ） ６０歳代 ７,０４７,８００円 

２ 大動脈弁狭窄症 ６０歳代 ６,５９２,３６０円 

３ 胸部大動脈瘤 ６０歳代 ４,８０２,９００円 

４ Ｃ型慢性肝炎（ハーボニー配合錠等） ６０歳代 ４,５５３,１２０円 

５ Ｃ型慢性肝炎（ハーボニー配合錠等） ７０歳代 ４,５４０,３３０円 

 

 

 

 

平成２８年度 

１ 胸部大動脈瘤破裂 ６０歳代 ８,１７８,７２０円 

２ 急性大動脈解離（ＳｔａｎｆｏｒｄＢ） ６０歳代 ６,８２９,３２０円 

３ 脊柱後弯 ５０歳代 ５,１０３,２９０円 

４ 脊柱側弯症 ７０歳代 ４,５６７,５１０円 

５ 肺癌、オプジーボ点滴静注 ６０歳代 ４,０７０,５１０円 

（資料 ： ＫＤＢシステム（厚生労働省様式１－１）、診療報酬明細書） 
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５ 既存の保健事業の評価と考察 

現在実施している保健事業の評価と考察（平成 28年度の実績）について、下記のとおりまとめ 

ました。 

 

〈課題の整理〉 

○特定健康診査受診率は、県平均を下回っています。対象者の７割弱が未受診者であり、引き

続き受診率向上対策を実施していく必要があります。 

○保健指導については、特定保健指導の終了率が非常に低いため、終了率向上に繋がる新た

な事業に取り組む必要があります。 

○ハイリスク者への取組について、糖尿病性腎症重症化予防事業は効果が高い事業であること

から継続実施する必要があります。また、特定健診で要精検となっている方への未受療者勧奨

事業は、勧奨後の受診の有無を確認し、確実に結果を把握する必要があります。 

○健康づくり事業については、健康づくりの総合戦略である平成３０年度策定予定の「岩出市健

康づくり計画 ふれあい健康２１」の関係の中で取り組んでいくことで、市全体の健康づくりが底

上げされていくと考えられます。担当課の保健推進課と連携して取り組んでいく必要があります。 

 

保健事業の評価と考察（平成２８年度実績） 

事 業 名 事業の目的及び概要  
対象者 

実施状況 評価と課題 継続可否 
参加者数 

健

康

診

査 

特定健康診査 

生活習慣病の早期

発見と予防につな

げる。 

【実施期間】 

5 月～翌年 1 月末 

【自己負担】 なし 

【案内方法】 

受診券個別発送、

広報・ホームペー

ジ・ポスター掲示等 

 

 

 

40～74 歳の

被保険者 

8,631 人 

受 診 率 ：

31.9％ 

受診率は県平

均を若干下回っ

ており、対象者

の 7割弱が未受

診の状況であ

る。受診率を向

上させる取り組

みが必要であ

る。 

継続 

2,750 人 

日帰り人間ドック 

健康の保持増進と

生活習慣病の早期

発見・早期治療に

資する。 

【実施期間】 

5 月～翌年 3 月末 

【自己負担】  

1 万円 

【案内方法】 

広報にて募集 

30～74 歳の

被保険者で

一定の条件

を満たす者 

 

 

受検者：50

名 

 

定員充足

率：100％ 

希望者が定員

を超えている状

況であるが、特

定健診の検査

項目と重複して

いる検査が多い

ため、特定健診

の利活用を周

知する必要があ

る。 

継続 

※定員 

50 名 
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事 業 名 事業の目的及び概要  
対象者 

実施状況 評価と課題 継続可否 

参加者数 

健

康

診

査 

脳ドック 

健康の保持増進と

生活習慣病の早期

発見・早期治療に

資する。 

【実施期間】 

4 月～翌年 3 月末 

【自己負担】  

1 万円 

【案内方法】 

広報にて募集 

30～74 歳の

被保険者で

一定の条件

を満たす者 

 

申 込 者 ：

231 名 

受検者：50

名 

定員充足

率：100％ 

申込者が定員

を大きく上回っ

ている状況。 

脳梗塞の発症と

生活習慣病との

関連は非常に

高いことから、ド

ック検診に並行

して特定健診の

受診率向上対

策は必須とな

る。 

継続 

※定員 

50 名 

健

診

受

診

率

向

上

対

策 

未受診者勧奨はがき

の発送 

未受診者のうち一

定の年齢層にター

ゲットを絞ってはが

きでの受診勧奨を

行う。 

【実施期間】 

１１月 

【案内方法】 

対象者に直接通知 

 

40～74 歳の

被保険者の

うち、55歳～

64 歳で、過

去 4 年間特

定健診未受

診となってい

る者 

【 発 送 件

数 】 2,133

通 

【はがきに

よ る 受 診

率】191 人

（9％） 

はがきを見て受

診した方がお

り、一定の効果

はあるが大きい

とは言えない。

今後も継続して

実施することで

経年未受診者

に啓発を続け

る。 

継続 

2,133 人 

未受診者電話勧奨 

特定健診未受診に

なっている集団健

診申込者及び保健

師が電話で受診勧

奨を実施する。 

【実施方法】 

対象者に電話で勧

奨する。 

40～74 歳の

被保険者 

【通話人

数】655 名

（58.5％） 

【電話勧奨

による受診

者】 

166 名 

保健師が直接

電話で話をする

ことで、受診に

つながってお

り、効果が認め

られるので今後

も継続して実施

する。 

継続 

過去 3 年未

受診でかつ

50～54 歳と

66～69 歳の

方（1,121 人） 

 

保

健

指

導 

特定保健指導 

特定保健指導対象

者に生活習慣の改

善するための指導

を行い、生活習慣

病を予防する。 

【実施期間】 

9 月～翌年 9 月末 

【案内方法】 

対象者に直接通知

及び電話による勧

奨を実施する。 

 

40～74 歳の

被保険者 

354 人 

終 了 率 ：

14.7％ 

終了率は年々

向上しているも

のの、県平均を

大きく下回って

いるため、利用

者を増やすため

の取り組みが必

要である。 

継続 

52 人 

重複頻回受診者訪

問指導 

同一疾病による重

複・頻回受診者に

訪問指導を行うこと

で疾病の早期回復

と医療費の適正化

を図る。 

【実施方法】 

重複多受診一覧か

ら対象者を抽出し

訪問等による指導

を実施する。 

同一疾病に

よる重複・頻

回受診者 

対象者： 3

人 （ 実 施

済） 

 

適正化が図られ

る効果がある反

面、対象者を選

定の際、調剤等

非常に見極め

が難しくかつ時

間がかかり多く

の対象者を選

定することが難

しい。 

 

継続 

3 人 
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事 業 名 事業の目的及び概要  
対象者 

実施状況 評価と課題 継続可否 

参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

ハ

イ

リ

ス

ク

者

へ

の

取

組 

糖尿病性腎症重症

化予防事業 

糖尿病で透析に移

行するリスクが高い

者に保健指導を実

施し、重症化を予

防する。 

【実施期間】 

6 か月間 

【実施方法】 

レセプトから対象者

を抽出し、直接通

知等で勧奨し参加

を促す。（定員 10

人） 

 

 

 

 

 

抽出人数 ：

184 人 

プログラム

終 了 率 ：

90％ 

初年度は定員

に見合う申込

み が あ っ た

が、2 年目以

降申込者が減

少していくこと

が 懸 念 さ れ

る。医療機関

とより強力に

連携した取り

組みとする必

要がある。 

継続 

9 人（申込者

10人のうち 1

人脱落） 

特定健診未受療者

勧奨事業 

特定健診で要精検

となった人で、医療

機関受診のない者

に対し、受診勧奨

を実施し、疾病の

重症化予防を図

る。 

【実施方法】 

集団健診の要精検

者のうち未受療者

に対し、保健師が

電話により受診勧

奨を実施する。 

 

 

 

 

 

未受療者 

117 人 

【勧奨実施

率】 

48.8％ 

要精検者に対

し、受診勧奨

したが、実際

に受診したの

かが重要であ

るため、受診

の有無を確認

する必要があ

る。 

継続 

通話人数： 

57 人 

 

 

 

健

康

づ

く

り

事

業 

げんきアップ教室 健康運動指導士、

保健師、栄養士に

よる生活習慣病予

防教室。自主グル

ープの立ち上げを

目指す。 

【実施期間】 

年 5 回 

【実施方法】 

広報、ポスターなど

で参加者を募集す

る。 

 

 

 

 

 

市民 参加者計

（5 回）：134

人 

定員充足

率：53.6％ 

広報等のほ

か、集団健診

時に教室の啓

発を実施する

など、教室の

周知に努めた

ものの、目標

定員に満たな

いため、引き

続き教室周知

の取組が必要

である。また、

自主グループ

立ち上げのた

めのサポート

が必要であ

る。 

継続 

定員 ：各回

50人（計 250

人） 
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事 業 名 事業の目的及び概要  
対象者 

実施状況 評価と課題 継続可否 

参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ

の

他 

後発医薬品差額通

知 

後発医薬品に切り

替え可能な方に切

り替えた場合の差

額を通知することで

利用促進を図る。 

【実施期間】 

年 2 回（6・12 月） 

【実施方法】 

40 歳以上で切替差

額が 100 円以上の

方に通知する（国

保連合会に委託し

て実施。） 

 

 

該当世帯 6月：428通 

12 月：401

通 

数量シェア 

： （ Ｈ 27 ：

56.2％→Ｈ

28：64.0％） 

数量シェアは

年々向上して

いるので、今

後も継続して

実施する。 

継続 

国保平均世

帯数： 7,713

世帯 

 

医療費通知 被保険者の医療費

に対する意識の向

上及び診療報酬の

不正防止を図る。 

【実施期間】 

年 6 回 

【通知内容】 

受診者名、医療機

関等名、費用額等 

全受診世帯 【通知数】 

延べ 

39,579 通 

知らない請求

がある等の問

い合わせのき

っかけになっ

たケースがあ

った。確定申

告の医療費控

除で医療費通

知が使用でき

るようになった

ことから、従前

より通知に対

する関心が高

くなることが期

待できる。 

 

 

 

継続 

国保平均世

帯数： 7,713

世帯 
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第２章  健康・医療情報の分析及び健康課題の把握 

１．健診データ 

（１）特定健康診査・特定保健指導の実施状況 

   ①特定健康診査受診率 

     特定健康診査の受診率については、緩やかに上昇していましたが、平成２５年度に下降し 

ました。その後は、再び上昇を続けています。（表２－１） 

本市の直近受診率では、県内市町村平均と比較すると、下回る結果となっているため、引き 

続き受診率向上に努めていく必要があります。（図２－１） 

 

表２－１ 特定健康診査受診率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

対象者数 ８,５０４人 ８,６０６人 ８,８２５人 ８,８３８人 ８,８７６人 ８,６３１人 

受診者数 ２,４９０人 ２,６９６人 ２,６２５人 ２,６６５人 ２,８２３人 ２,７５０人 

受診率 ２９.３％ ３１.３％ ２９.７％ ３０.２％ ３１.８％ ３１.９％ 

（資料 ： 特定健診等データ管理システム（法定報告値）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②受診者の状況 

    受診率を年齢別で見ると、４０歳、５０歳代の受診率が低く、性別では男性の受診率が低い状 

   況にあります。こうしたことから、受診率向上のために働きかける対象としましては「４０歳代、５０ 

歳代」及び「男性」と言えます。（表２－２）生活習慣病を予防する観点からも、年齢が若いうちに 

生活習慣を見直すことが重要であるため、若年層への受診勧奨のアプローチを行っていきます。 

    また、特定健康診査を過去に一度も受診したことがない者や受診歴が過去に一度だけある未 

受診者に対し、受診勧奨はがきの送付や電話勧奨等を重点的に行い、特定健康診査の未受 

診者対策事業に取り組み、特定健康診査受診率の向上を図っていきます。 

 

29.3％

31.3％

29.7％
30.2％

31.8％

31.9％

27.8％

29.7％

30.3％
30.7％

31.8％

32.8％

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

図２－１ 特定健康診査受診率（県との比較）

岩出市 県内市町村平均

（単位：％）
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表２－２ 年齢階級・性別特定健康診査受診状況（平成２８年度実績）  

 男性 女性 総計 

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率 

４０－４４歳 ３９３人 ５３人 １３.５％ ３１１人 ４２人 １３.５％ ７０４人 ９５人 １３.５％ 

４５－４９歳 ３５３人 ６７人 １９.０％ ３７６人 ６７人 １７.８％ ７２９人 １３４人 １８.４％ 

５０－５４歳 ２６０人 ４５人 １７.３％ ２９７人 ６８人 ２２.９％ ５５７人 １１３人 ２０.３％ 

５５－５９歳 ２８３人 ５２人 １８.４％ ３５８人 １０４人 ２９.１％ ６４１人 １５６人 ２４.３％ 

６０－６４歳 ４６１人 １２４人 ２６.９％ ６９９人 ２３０人 ３２.９％ １,１６０人 ３５４人 ３０.５％ 

６５－６９歳 １,２１２人 ４１６人 ３４.３％ １,４９３人 ６０１人 ４０.３％ ２,７０５人 １,０１７人 ３７.６％ 

７０－７４歳 １,０１７人 ４２１人 ４１.４％ １,１１８人 ４６０人 ４１.１％ ２,１３５人 ８８１人 ４１.３％ 

合計 ３,９７９人 １,１７８人 ２９.６％ ４,６５２人 １,５７２人 ３３.８％ ８,６３１人 ２,７５０人 ３１.９％ 

                                       （資料 ： 特定健診等データ管理システム（法定報告値）） 

 

③特定保健指導終了率 

 特定保健指導の終了率については、平成２３年度以降、下降していましたが、平成２７年度は仲

間と一緒に頑張ることで脱落者をなくすことに重きを置き、初回面接に集団支援を取り入れるなど実

施内容を変更した結果、特定保健指導終了率は前年度から９.９％上昇し、過去最高の１６.９％とな

ったものの、平成２８年度は僅かながら減少となっています。（表２－３） 

 

表２－３ 特定保健指導終了率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

対象者数 ３１１人 ３５３人 ３３７人 ３２７人 ３５０人 ３５４人 

終了者数 ２１人 ２３人 １６人 ２３人 ５９人 ５２人 

終了率 ６.８％ ６.５％ ４.７％ ７.０％ １６.９％ １４.７％ 

（資料 ： 特定健診等データ管理システム（法定報告値）） 

 

本市の直近終了率では、県内市町村平均と比較すると、大きく下回る結果となっているため、引

き続き終了率の向上に努めていく必要があります。（図２－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8％ 6.5％
4.7％

7.0％

16.9％
14.7％

20.9％

27.3％ 28.2％ 28.5％ 29.6％ 29.8％

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

図２－２ 特定保健指導終了率（県との比較）
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（２）特定健康診査・特定保健指導の結果 

   ①メタボリックシンドローム（メタボ）予備群及び該当者の割合 

     平成２８年度の健診受診者のうちメタボ予備群及びメタボ該当者の割合は、男性では４０歳 

代が３６％、５０歳代が４６％、６０歳代以降は５１％となっています。一方、女性は６０歳代まで 

は増加傾向にあり、７０歳以降は若干の減少となっています。また、全ての年代で、女性よりも 

男性の割合が高くなっています。（図２－３） 

 

 

 

 

 

②メタボ予備群及び該当者の推移 

 

③健診有所見者状況（平成２８年度） 

 

 

 
  （資料 ： 特定健診等データ管理システム（法定報告値）） 

 
②メタボリックシンドローム（メタボ）予備群及び該当者の推移 

     健診受診者のうち、メタボ予備群及びメタボ該当者の割合と、前年度と比較したそれらの減

少率（メタボ該当者→メタボ予備群・非該当、メタボ予備群→メタボ非該当）は、概ね横ばいで

推移しています。（図２－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 ： 特定健診等データ管理システム（法定報告値）） 
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③健診有所見者状況（平成２８年度） 

     健診有所見者の状況のうち、男性では腹囲の割合が最も高く、次いで収縮期血圧、ＬＤＬコ 

レステロールの割合が高い状況となっています。女性ではＬＤＬコレステロールの割合が最も 

高く、収縮期血圧、HbA1cの割合が高くなっています。また、男性・女性ともに、県内市町村 

平均よりも割合が高いのは、ＢＭＩ、腹囲、中性脂肪、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、ＨＤＬコレステロール、収 

縮期血圧、拡張期血圧となっています。（図２－５、図２－６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 ： ＫＤＢシステム（厚生労働省様式６－２～７）） 
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２．レセプトデータ 

（１）国民健康保険 疾病の状況 

  平成２８年度の国民健康保険医療費を疾病大分類別に、１人当たり医療費を見ると、入院では

新生物（腫瘍）が最も多く、入院外では虫歯や歯肉炎、歯周疾患の消化器系の疾患が最も多く、

入院・入院外ともに循環器系の疾患が２番目に多くなっています。また、入院外の上位疾病のうち

消化器系、腎尿路生殖器系の疾患が県内市町村平均よりも高くなっています。（図２－７、図２－８） 

（資料 ： 和歌山県国民健康保険団体連合会提供資料（病類別疾病分類基礎データ）） 
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平成２８年度の医療費（入院＋入院外）に占める細小分類疾病別の医療費割合では、慢性腎不

全（透析あり）が最も多く、糖尿病、統合失調症が上位となっています。（表２－４） 
 
 

 

表２－４ 平成２８年度医療費（入院＋外来）の割合 

 細小分類疾病名 割合 

１位 慢性腎不全（透析あり） 6.1 ％ 

２位 糖尿病 5.5 ％ 

３位 統合失調症 4.6 ％ 

４位 高血圧症 4.5 ％ 

５位 関節疾患 3.4 ％ 

６位 肺がん 3.3 ％ 

７位 Ｃ型肝炎 2.9 ％ 

８位 脂質異常症 2.5 ％ 

９位 うつ病 2.2 ％ 

１０位 不整脈 1.7 ％ 

（資料 ： ＫＤＢシステム（医療費分析（２）大、中、細小分類）） 
 

 
 

 

また、平成２８年度における疾病状況を見ると、生活習慣病による受診では高血圧性疾患による

受診件数が上位に入っています。医療費では、４５歳代から腎不全が上位に入るほか、生活習慣

病である高血圧性疾患、糖尿病が上位になっています。（表２－５、表２－６） 

  特に、腎不全により人工透析へ移行すると、継続的に年間１人当たり約６００万円の医療費がか

かります。腎不全の年間医療費は過去３年間（平成２６年度～平成２８年度）で１,０８１万円増加して

おり、総額年間約２億５千万円となっています。（図２－９） 

  医療費の適正化を図る観点からも、人工透析が導入される原疾患となる糖尿病性腎症の重症化

予防対策が急務となっています。そのため、平成２８年度からは人工透析移行を食い止めるための

日常の生活支援・保健指導を行う糖尿病性腎症重症化予防事業を実施し、国保加入者の生活機

能の維持を図るとともに、Ⅱ型糖尿病を有する人工透析新規導入者数を減少させることにより、高

額な医療費の抑制に向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 ： ＫＤＢシステム（厚生労働省様式２－２、３－１）） 
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表２－５ 平成２８年度年齢階級別疾病状況（医療費）                    （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－６ 平成２８年度年齢階級別疾病状況（受診件数）                    （単位：件） 

年齢階級 1位 2位 3位 4位 5位 

40-44歳 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

277 

気分［感情］障害

（躁うつ病を含む） 

 

219 

高血圧性疾患 

 

 

212 

その他の内分泌，

栄養及び代謝疾患 

 

192 

その他の神経系の

疾患 

 

191 

45-49歳 

高血圧性疾患 

 

 

407 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

317 

気分［感情］障害（躁

うつ病を含む） 

 

258 

その他の内分泌，

栄養及び代謝疾患 

 

218 

神経症性障害，スト

レス関連障害及び

身体表現性障害 

211 

50-54歳 

高血圧性疾患 

 

 

433 

その他の神経系の

疾患 

 

211 

胃炎及び十二指腸

炎 

 

192 

糖尿病 

 

 

190 

気分［感情］障害

（躁うつ病を含む） 

184 

55-59歳 

高血圧性疾患 

 

 

1,066 

糖尿病 

 

 

373 

その他の内分泌，栄

養及び代謝疾患 

 

260 

胃炎及び十二指腸

炎 

 

249 

その他の消化器系

の疾患 

 

213 

60-64歳 

高血圧性疾患 

 

 

2,491 

糖尿病 

 

 

980 

その他の内分泌，栄

養及び代謝疾患 

 

926 

胃炎及び十二指腸

炎 

 

480 

関節症 

 

 

451 

65-69歳 

高血圧性疾患 

 

 

6,837 

糖尿病 

 

 

2,195 

その他の内分泌，栄

養及び代謝疾患 

 

2,120 

胃炎及び十二指腸

炎 

 

1,449 

屈折及び調節の障

害 

 

1,205 

70-74歳 

高血圧性疾患 

 

 

6,256 

糖尿病 

 

 

2,158 

その他の内分泌，栄

養及び代謝疾患 

 

1,887 

脊椎障害（脊椎症

を含む） 

 

1,462 

屈折及び調節の障

害 

 

1,331 

 

 

年齢階級 １位 ２位 3位 4位 5位 

40-44歳 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

26,079 

脳性麻痺及びその

他の麻痺性症候群 

 

18,348 

その他の心疾患 

 

 

5,313 

知的障害＜精神遅

滞＞ 

 

4,740 

腎不全 

 

 

4,432 

45-49歳 

脳性麻痺及びその

他の麻痺性症候群 

 

44,179 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

15,553 

腎不全 

 

 

12,516 

その他の損傷及び

その他の外因の影

響 

8,208 

気管，気管支及び

肺の悪性新生物 

 

7,489 

50-54歳 

脳性麻痺及びその

他の麻痺性症候群 

 

36,772 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

16,811 

腎不全 

 

 

14,227 

脳内出血 

 

 

12,152 

糖尿病 

 

 

9,322 

55-59歳 

腎不全 

 

 

31,504 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 

19,075 

高血圧性疾患 

 

 

17,055 

その他の神経系の

疾患 

 

14,806 

糖尿病 

 

 

13,724 

60-64歳 

腎不全 

 

 

64,365 

その他の悪性新生

物 

 

37,059 

高血圧性疾患 

 

 

33,224 

統合失調症，統合

失調症型障害及び

妄想性障害 
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（２）後期高齢者医療制度 疾病の状況 

  後期高齢者医療の医療費は、医療技術の高度化に伴う医療費の高額化により増加傾向にあり

（図２－１０）、１人当たりの医療費も国民健康保険とは比較にならないほど高額となって推移して

います。また、どの年度も県内市町村平均を上回っている状況です。（図２－１１） 

  こうした状況から、後期高齢者医療制度に入る前段階の国民健康保険制度において、生活習

慣病予防対策をはじめとした保健事業を効果的に実施していくことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （資料 ： 和歌山県後期高齢者医療広域連合提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料 ： 和歌山県後期高齢者医療広域連合提供） 
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 平成２８年度の疾病大分類別の１人当たり医療費の状況を見ると、入院では新生物が最も高額で

あり、主な疾患は気管、気管支及び肺の悪性新生物でした。次いで、循環器系の疾患は脳梗塞や

虚血性心疾患が主な疾患でした。また、３位の筋骨格系及び結合組織の疾患は関節症や脊椎障

害が多くを占めていました。（図２－１２） 

  入院外では、消化器系の疾患が最も高額であり、主な疾患は歯肉炎及び歯周疾患や胃炎及び

十二指腸炎でした。次いで、循環器系の疾患は主に高血圧症疾患や虚血性心疾患が高額であり、 

県内市町村平均と比較すると高い状況です。国民健康保険でも上位だった腎不全も、県内市町村

平均よりも高くなっています。（図２－１３） 

（資料 ： 和歌山県国民健康保険団体連合会提供資料（病類別疾病分類基礎データ）） 
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  疾病別の受診件数及び医療費は、入院ではその他の悪性新生物、統合失調症、気管、気管支

及び肺の悪性新生物が受診件数及び医療費ともに上位でした。入院外では高血圧症疾患が受診

件数及び医療費ともにトップであり、次いで歯肉炎及び歯周疾患、糖尿病が続き、件数は少ないで

すが、１件当たりの医療費が高額な腎不全が医療費の４位となっています。（表２－７） 

 
表２－７ 後期高齢者医療制度 平成 28年度の疾病状況（上位 10位 件数・医療費） 

＜入院＞ 

 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

件数 

（件） 

その他の悪性新生物 

 

167 

統合失調症，統合失調

症型障害及び妄想性障

害              156 

その他の消化器系の

疾患  

105 

気管，気管支及び肺

の悪性新生物 

 83 

骨折  

 

69 

医療費 

（千円） 

その他の悪性新生物 

 

95,277 

気管，気管支及び肺の

悪性新生物 

 60,958 

統合失調症，統合失

調症型障害及び妄想

性障害       53,947 

脳梗塞 

 

48,803 

虚血性心疾患 

 

47,888 

 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 

件数 

（件） 

虚血性心疾患 

62 

脳梗塞 

58 

胃の悪性新生物 

42 

肝及び肝内胆管の悪

性新生物        42 

糖尿病 

40 

医療費 

（千円） 

骨折 

44,846 

その他の心疾患 

33,230 

その他の消化器系の

疾患        30,693 

関節症 

28,603 

胃の悪性新生物 

28,010 

＜入院外＞ 

 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

件数 

（件） 

高血圧性疾患 

 

13,087 

歯肉炎及び歯周疾患 

        

7,579 

糖尿病 

 

4,313 

その他の内分泌，栄

養及び代謝疾病 

3,995 

胃炎及び十二指腸炎  

 

2,679 

医療費 

（千円） 

高血圧性疾患 

151,017 

歯肉炎及び歯周疾患 

 103,701 

糖尿病 

86,695 

腎不全 

84,563 

ウイルス肝炎 

50,688 

 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 

件数 

（件） 

屈折及び調節の障害 

  2,528 

脊椎障害（脊椎症を含

む）           2,423 

関節症 

  2,253 

その他の消化器系の

疾患        1,833 

その他の損傷及びその他の  

外因の影響      1,611 

医療費 

（千円） 

その他の内分泌，栄養 

及び代謝疾患  

46,048 

その他の悪性新生物 

  

   42,291 

胃炎及び十二指腸

炎 

41,337 

気管，気管支及び肺の 

悪性新生物    

40,382 

脊椎障害（脊椎症を含

む）  

32,675 

 

（３）ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用率の状況 

   本市のジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用率は、県内市町村平均よりも若干高めで推移 

しています。（図２－１４）利用促進への取り組みとしては、被保険者証の一斉発送時にジェネリッ 

ク医薬品希望シールの送付や国保小冊子での紹介のほか、生活習慣病に関する薬剤を服薬中 

で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負担額が１００円以上削減される見込みのある方 

に対してジェネリック医薬品差額通知の発送などを実施しています。（図２－１５） 
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図２－１４ 後発医薬品 数量シェアの推移
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（資料 ： 電子帳票システム（差額通知書効果集計表）） 

 

（４）重複・頻回受診者の状況 

 本市では、同じ疾病について、同じ月内に同じ診療科目の保険医療機関を、１か月に２箇所以 

上受診し、保健指導及び助言が必要な者（重複受診者）及び同じ疾病について、同じ診療科目 

の保険医療機関を、１か月の通院日数が多数であって、保健指導及び助言が必要な者（頻回受 

診者）に対し、受診状況の確認及び適正な受診への助言等を行うことで、対象者本人の身体的・ 

経済的な負担の軽減と医療費の適正化を図ることを目的に、訪問指導事業を継続して行ってい 

ます。（表２－８、表２－９） 

 
表２－８ 重複・頻回受診に対する訪問指導件数（平成２７年度実績）  

 ５０歳以下 ５０-５９歳 ６０-６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 
 

 

 

合計 
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

重複            

頻回            

重複・頻回  １件    １件     ２件 

合計  １件    １件     ２件 

 
表２－９ 重複・頻回受診に対する訪問指導件数（平成２８年度実績）  

 ５０歳以下 ５０-５９歳 ６０-６４歳 ６５-６９歳 ７０-７４歳 
 

 

 

合計 
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

重複            

頻回            

重複服薬  １件 １件    １件    ３件 

重複・頻回  １件         １件 

合計  ２件 １件    １件    ４件 
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図２－１５ 後発医薬品差額通知後の効果額

保険者負担相当額 患者負担相当額

（単位：円）



26 

３．介護データ 

 （１）介護保険被保険者の認定数、構成比及び認定率 

高齢者人口の増加に伴って、要支援・要介護認定者数も増加傾向にあり、平成２９年では 

２,１５６人で、平成２４年の１,７１２人と比較して約１.３倍に増加しています。（図２－１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料 ： 長寿介護課提供（介護保険事業状況報告）） 

 

     平成２９年の要支援・要介護認定者の構成比を見ると、要支援１が２３.６％と最も多く、次い 

で要支援２が１７.５％、要介護２が１４.６％と続いています。 

     また、平成２９年の要支援・要介護度の構成比を県内市町村平均と比較すると、要支援１と 

要支援２が県内市町村平均を大きく上回っており、本市においては要支援認定者の構成比 

が高くなっています。（図２－１７） 

（資料 ： 長寿介護課提供（介護保険事業状況報告）） 
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 要支援・要介護認定率は、平成２６年までは減少傾向にありましたが、平成２７年で増加に転じ、

平成２９年には１８.１％となっています。 

 県内市町村平均の要支援・要介護認定率と比較すると、本市の認定率は大きく下回って推移し

ています。（図２－１８）また、直近の本市介護保険２号被保険者（４０歳～６４歳）における介護認定

理由は、脳血管疾患が５０％と半数を占め最も多く、次いでがん（末期）、糖尿病合併症、認知症と

なっています。（表２－１０） 
 

（資料 ： 長寿介護課提供（介護保険事業状況報告）） 

 

 

表２－１０ 介護認定理由（介護２号被保険者） 

 介護の認定理由 割合 

１位 脳血管疾患 50.0 ％ 

２位 がん（末期） 17.9 ％ 

３位 糖尿病合併症 7.1 ％ 

４位 初老期における認知症 5.4 ％ 

パーキンソン病関連疾患 5.4 ％ 

（資料 ： 長寿介護課提供（特定疾病別・二次判定別・認定件数）） 

 

 

（２）要支援・要介護認定者の健康状況 

  平成２８年１１月に実施した「高齢者の生活状況や意向等アンケート調査」（回答１,８１８人）の結

果から高齢者の疾病状況を見ると、市内在住の６５歳以上のうち、要支援の認定を受けている方

（回答５１４人）が医療受診している疾病状況は、高血圧症が最も多く、筋骨格系の病気、目の病気、

心臓病が上位となっていました。（図２－１９）また、要介護の認定を受けている方（回答３０７人）の

傷病は、高血圧症、認知症、糖尿病、脳卒中、筋骨格系の病気が上位でした。（図２－２０） 

  いずれの対象者においても、高血圧症等の生活習慣病が上位に入っている状況にあります。 

 

18.2%
17.7%

17.2% 17.4%
17.9% 18.1%

21.6% 22.0% 22.1% 22.3% 22.4%
22.1%

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年

図２－１８ 認定率の推移

岩出市 県内市町村平均

（単位：％） 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料 ： 高齢者の生活状況や意向等アンケート調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料 ： 高齢者の生活状況や意向等アンケート調査結果） 
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高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

眼の病気

耳の病気

その他

なし

不明・無回答

図２－２０ 要介護認定者(回答３０７人） （単位：％）



29 

第３章  健康課題と目標の設定 

１．健康課題の明確化 

現状       健康課題 

・1 人当たり医療費は、年々増加している。 

・疾病大分類別医療費は、入院は新生物が最も多く、次いで循環器

系の疾患、精神及び行動の障害等が上位を占めている。また、入院

外では消化器系の疾患、循環器系の疾患、腎尿路生殖器系の疾患

が上位を占めている。 

・細小分類別疾病分析（入院＋外来）で医療費を見ると、慢性腎不全 

（透析あり）の割合が 6.1％と最も高く、生活習慣病に関する疾患では 

糖尿病、高血圧症、脂質異常症の割合が高い。 

・疾病状況を見ると、40 歳以降どの年代にも生活習慣病である高血

圧性疾患による受診件数が上位に入っている。 

・Ⅱ型糖尿病を有する人工透析新規導入者数は減少しているもの

の、人工透析継続者数は年々増加している。 

 

慢性腎不全に係る医療費が高いため、

慢性腎不全のハイリスク者及び若年層にタ

ーゲットを絞り、発症予防や重症化予防に

努める必要がある。 

糖尿病、高血圧症、脂質異常症の医療

費が高額となっており、患者数も多いことか

ら発症予防に努める必要がある。 

また、医療機関への受診勧奨者のうち未

受診者が固定化してきているため、受診勧

奨を行い生活習慣病の発症予防、早期治

療に確実に繋げる必要がある。 

・特定健診の受診率は 31.9％で上昇傾向にあるが、県内市町村平均 

と比べて低率となっている。 

・40 歳代は男女ともに受診率が最も低く、次いで 50 歳代と若年層に 

なるほど受診率が低率となっている。 

 

特定健診受診率は、県内市町村平均よ

りも低率であることから、若い年代からの健

康状態の把握、生活習慣病の発症予防の

ため、特に 40・50歳代からの健診受診率の

向上対策に取り組む必要がある。 

 

・特定保健指導終了率は、県内市町村平均よりも低率である。 

・メタボ予備群、メタボ該当者の割合は、受診者全体の 29.3％を占

め、その割合は概ね横ばいで毎年推移している。 

・年代別で見ると、男性は 40 歳代が 36％、50 歳代が 46％、60 歳代 

以降は 51％がメタボ予備群、メタボ該当者となっており、女性は 60 

歳代まではメタボ予備群、メタボ該当者の割合が増加傾向となって 

いる。 

・全ての年代で、女性よりも男性のメタボ予備群、メタボ該当者の割合 

が高い。 

・健診有所見者の割合は、男性では腹囲の割合が 54.0％と最も高く、 

次いで収縮期血圧が 53.6％、LDL コレステロールが 48.8％と高い。 

女性では LDL コレステロールの割合が 60.0％と最も高く、次いで収 

縮期血圧が 47.3％、HbA1c が 42.0％と高くなっている。 

・健診有所見者割合が県内市町村平均の割合よりも高くなっている項

目は、男性・女性ともに、BMI、腹囲、中性脂肪、ALT（GTP）、HDL

コレステロール、収縮期血圧、拡張期血圧となっている。 

 

特定保健指導終了率は、県内市町村平

均よりも低率である。 

メタボ該当者、メタボ予備群は受診者の

29.3％を占めており、LDLコレステロールの

ほか、HbA1c、収縮期血圧の有所見者が

多いことから、生活習慣の改善に取り組む

者を増加させるため、特定保健指導の終了

率を向上させていく取り組みが必要であ

る。 

・介護認定率は、年々割合が高くなっている。 

・要介護 1～5 の割合は微増減を繰り返しているのに比べて、要支援 

1 の割合が特に年々高くなっている。 

・介護認定理由は、脳血管疾患が50％と半数を占め最も多く、次いで 

がん（末期）17.9％、糖尿病合併症 7.1％、認知症、パーキンソン病 

関連疾患 5.4％の順に割合が高くなっている。 

介護認定理由では脳血管疾患が多いこ

とから、脳血管障害のリスクとなる高血圧・

糖尿病・脂質異常症の重症化予防・早期

発見が必要である。 

また、生活習慣病の有病率が高く、介護

認定率や要支援 1 の方が増加していること

から、発症予防が必要である。 

 

・死因は、悪性新生物が 29.3％で最も多く、次いで心疾患、老衰、脳 

血管疾患、肺炎の順に割合が高くなっている。 

・悪性新生物の標準化死亡比（ＳＭＲ）は、男女ともに国よりも高くなっ 

ている。 

 

悪性新生物、心疾患、脳血管疾患と生

活習慣病を起因とする死亡が特に多いこと

から、発症・重症化予防が課題である。 
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２．目標の設定 

目的 健康課題 中長期的な目標 目標達成のための保健事業 

被保険

者が疾病

予防の重

要性を認

識し、自ら

の健康状

態を把握

するととも

に 、生活

習慣の改

善を図り、

健康の保

持 ・ 増進

に取 り組

む。 

慢性腎不全の医療費が最も高く、次いで糖尿病や高血圧 

症、脂質異常症が高く、１人当たり医療費は年々増加してい 

る。健診結果からＬＤＬコレステロールや HbA1c、収縮期血圧 

の有所見者は４０歳代から多い。若い年代からの健康状態の 

把握、生活習慣病の発症を予防することが重要であるが、特 

定健診受診率が低いため、特定健診未受診者対策を強化 

し、受診率を向上させる必要がある。 

目標 １ 

特定健診未受診者への受診勧奨を強化し、特に 40・50

歳代の比較的若い世代への受診勧奨方法の工夫、医療 

機関との連携強化を図ることで、受診率を 4％上昇させる。 

 

○受診率・・・現  状  値（2016（平成 28）年度）： 31.9％ 

中間目標値（2020（平成 32）年度）： 34％ 

最終目標値（2023（平成 35）年度）： 36％ 

 

・特定健康診査の未受診者対策 

事業 

 

メタボ該当者・予備群は健診受診者の３割近くを占め、ＬＤ 

Ｌコレステロール、HbA1c等の有所見者が多く、４０歳代から 

多くなっている。生活習慣改善に取り組む者を増加させる必 

要があるが、特定保健指導の終了率が国、県と比べても低率 

であるため、未利用者への利用勧奨を強化し、終了率を向上 

させる必要がある。 

 

目標 ２ 

特定保健指導対象者への利用勧奨を強化し、終了率を

5％上昇させる。 

 

○終了率・・・現  状  値（2016（平成 28）年度）： 14.7％ 

中間目標値（2020（平成 32）年度）： 17.5％ 

最終目標値（2023（平成 35）年度）： 20％ 

 

・特定保健指導の利用勧奨事業 

 

生活習慣病である悪性新生物、心疾患、脳血管疾患等に 

よる死亡が多く、介護認定理由では脳血管疾患が５割で最も 

多い状況である。医療費では慢性腎不全や糖尿病、高血圧 

症等で高額である。ＬＤＬコレステロールや HbA1c、血圧値な 

ど、健診結果が要医療の者を確実に医療機関へ繋げるととも 

に、腎機能の低下による人工透析移行の重症化を予防する 

ための保健指導が必要である。 

 

 

 

目標 ３ 

健診結果が要医療の者に対し、医療機関への受診勧奨

を強化し、対象者の受療率の向上を図る。 

 

○要精検者受療率・・・ 

中間目標値（2020（平成 32）年度）：50％ 

最終目標値（2023（平成 35）年度）：60％ 

 

・特定健診要精検者に係る医療 

機関受診勧奨事業 

 

人工透析の移行を回避させるための糖尿病性腎症重症 

化予防事業に委託事業により取り組み、プログラム参加者 

の終了率を増加させ、糖尿病性腎症による透析新規導入 

者を減少させる。 

 

○Ⅱ型糖尿病を有する透析新規導入者数・・・ 

         現  状  値（2016（平成 28）年度）： 5人 

中間目標値（2020（平成 32）年度）： 4人 

最終目標値（2023（平成 35）年度）： 4人 

 

・糖尿病性腎症等の重症化予防 

事業 
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第４章 保健事業の実施内容及び評価方法 
 

１．保健事業実施計画と評価指標 
① 目標１ 特定健康診査の未受診者対策事業 

 

事業内容 
評価指標及び目標値 

事業実施量（アウトプット） 結果（アウトカム） 

【目的】 

特定健康診査の無料化とがん検診を同時に実施することで、被保険者が受診 

しやすい環境体制の構築を図る一方、未受診者に対して電話やはがきによる

受診勧奨を行うとともに、治療中未受診者に係る検査情報をかかりつけの医療

機関から情報提供してもらうことにより、特定健康診査の受診率の向上を図る。 

 

【対象者】 

① ・過去４年間に特定健診を一度も受診していない経年未受診者 

・集団健診申込者で、当日受診のなかった方 

② 過去４年間において、一度受診した後に経年未受診となっている方 

③ 生活習慣病等の治療のため通院している４０歳以上の国民健康保険被保

険者であって、特定健康診査を受診していない方 

 

【実施方法】 

① 電話による受診勧奨 

② 自前作成した勧奨はがきを送付することによる受診勧奨 

③ 対象者に案内文書を送付し、かかりつけの医療機関の協力のもと、特定

健診未受診者に係る追加検査の受診情報について、医療機関から本市

へ情報提供してもらい、特定健診受診の入力作業を実施 

① 電話による受診勧奨 

【目標】 

・通話人数：全数（100％） 

【2016（H28）年度 現状】 

・対象者数：1,121名 

・通話人数： 655名（58.5％） 

うち、電話勧奨による受診意思 

（集団健診）40名（3.6％） 

（個別健診）126名（11.3％） 

② はがきによる受診勧奨 

【目標】 

・発送件数：全数（100％） 

【2017（H29）年度 現状】 

・発送件数：2,276件（100％） 

③ 医療機関からの情報提供 

【2020（H32）年度 目標】 

・情報提供率：150件（7％） 

【2023（H35）年度 目標】 

・情報提供率：215件（10％） 

【2017（H29）年度 現状】 

・案内文書の送付による受診 

勧奨件数：2,149件 

  ・情報提供率（見込み）：75件 

（3.4％） 

 

 

特定健康診査受診率・・・ 

中間目標値 2020（H32）年度：34％ 

最終目標値 2023（H35）年度：36％ 

 

現状値 2016（H28）年度：31.9% 
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② 目標２ 特定保健指導の利用勧奨事業 

 

事業内容 
評価指標及び目標値 

事業実施量（アウトプット） 結果（アウトカム） 

【目的】 

特定健康診査の結果から特定保健指導の対象者となった方に対し、案内文

書を送付し、また訪問による面接実施や集団健診時に特定保健指導の案内や

面接を実施し、特定保健指導利用者の増加に繋げるとともに、特定保健指導未

利用者に対しては、文書の送付や電話での利用勧奨を強化し、特定保健指導

終了率の向上を図る。 

 

【対象者】 

特定健康診査受診者のうち、特定保健指導（動機付け支援及び積極的支援） 

該当者（ただし、原則、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を

服薬中の者は除く。） 

 

【実施方法】 

① 特定保健指導対象者に対し、個別に案内文書を送付する。 

② 集団健診受診者に対し、健診会場内での特定保健指導の案内や面接を

実施するとともに、訪問による面接を実施し、特定保健指導の利用に繋げ

る。 

③ 特定保健指導未利用者に対し、文書の送付や電話での利用勧奨を行う。 

 

① 案内文書の送付による利用勧奨率 

【目標】 

・発送件数：全数（100％） 

【2016（H28）年度 現状】 

・発送件数：267件（100％） 

② 訪問面接対象者宅への訪問率 

【目標】 

・全数（新規事業） 

③ 集団健診時の保健指導等の実施 

【目標】 

・全数（新規事業） 

④ 電話や文書での利用勧奨による 

接触率 

電話勧奨での接触率 

【目標】 

・通話率：90％ 

【2017（H29）年度 現状】 

・通話率：87.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定保健指導終了率・・・ 

中間目標値 2020（H32）年度：17.5％ 

最終目標値 2023（H35）年度：20％ 

   

現状値 2016（H28）年度：14.7％ 
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③ 目標３ 糖尿病性腎症等の重症化予防事業 

 

事業内容 
評価指標及び目標値 

事業実施量（アウトプット） 結果（アウトカム） 

【目的】 

糖尿病性腎症の重症化予防が期待できる方（人工透析前段階）に対し、重症

化予防・遅延を目的とした日常生活の支援・保健指導を委託事業者と連携しな 

がら実施し、プログラム終了率の増加に繋げるとともに、特定健診の結果から要 

医療の方を確実に医療機関へ繋げ、本人の疾病重症化の予防を図る。 

 

① 糖尿病性腎症重症化予防事業 

【対象者】 

国民健康保険被保険者のうち、レセプトデータ及び健診データから、ＣＫＤ重 

症度分類３a期以上に該当又は e-GFRが１５～９０ｍｌ/分/１.７３㎡未満に該当 

し、かつ、主治医が必要と認め、支援プログラムへの参加に同意した者 

【実施方法】 

 主治医から受け取った生活指導確認書を基に、食事・運動・内服等に関する 

行動目標を設定し、日常生活にどのように組み込むかを担当保健師と話し合い 

ながら、６か月間全１２回（面談２回＋電話１０回）の保健指導を実施 

 

 

② 特定健診要精検者に係る医療機関受診勧奨事業 

【対象者】 

特定健診（集団健診）を受診し、要精検判定となっているにもかかわらず医療 

機関を受診していない者 

【実施方法】 

 要精検項目のリスク説明と適切な医療機関への電話による受診勧奨と健康相 

談により、健診受診者のフォローアップを実施 

 

 

 

① 糖尿病性腎症重症化予防事業 

【目標】 

・参加者数：定員上限数 

・終了者数：全数（100％） 

【2016（H28）年度 現状】 

・参加者数：10名 

・終了者数： 9名 

※支援プログラム途中に人工透析

移行によるプログラム辞退者 1名 

② 特定健診要精検者に係る医療機関

受診勧奨事業 

【目標】 

・実施人数：全数（100％） 

・通話人数：実施人数の 7割（70％） 

【2016（H28）年度 現状】 

・実施人数：117名（100％） 

・通話人数： 57名（48.8％） 

 

 

 

 

 

① Ⅱ型糖尿病を有する透析 

新規導入者数・・・ 

中間目標値 2020（H32）年度：4人 

最終目標値 2023（H35）年度：4人 

 

現状値 2016（H28）年度：5人 

 

② 受療率・・・ 

中間目標値 2020（H32）年度：50％ 

最終目標値 2023（H35）年度：60％ 
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２．目標に対する評価項目 

 （１）中長期的成果目標に対する評価項目 

   ・医療費の変化（健診受診者と未受診者の比較） 

   ・特定健康診査、人間ドック・脳ドック受診率及び継続受診率 

   ・特定保健指導終了率 

   ・健診結果で糖尿病に関する項目が受診勧奨値以上の人数と割合 

   ・健診結果で血圧が受診勧奨値以上の人数と割合 

   ・慢性腎不全で人工透析を行っている人数（経年変化） 

   ・脳ドック検査受検者のうち要脳外科受診者の医療機関受診率 

   ・虚血性心疾患発症者数 

   ・脳血管疾患発症者数 

   ・虚血性心疾患、脳血管疾患の年齢調整死亡率（ＳＭＲ）の減少（人口動態統計） 

   ・メタボリックシンドローム該当者及び予備群判定者数（経年変化） 

   ・特定保健指導対象者数（経年変化） 

 

（２）短期的成果目標に対する評価項目 

  ・特定健康診査受診率（法定報告値） 

  ・特定保健指導終了率（法定報告値） 

・新規人工透析患者数 

  ・その他、各事業で設定した評価指標項目 

 

（３）評価時期 

   短期的成果目標に対する評価については、毎年度行うものとする。中長期成果目標に対する 

評価については、２０２３（平成３５）年度末に行うものとする。 

 評価に当たっては、人口動態統計、ＫＤＢシステムから出力されるデータ、レセプト情報等を活 

用して行うものとする。 
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第５章 計画の見直し、公表・周知、個人情報の保護 
 
 

 

 
 

１．保健事業実施計画（データヘルス計画）の見直し 
 

成果目標については、毎年度末に評価を実施します。 

本計画の見直しは、中間年度となる２０２０（平成３２）年度において保健事業の進捗確認、中間

評価を実施し、最終年度となる２０２３（平成３５）年度に計画に掲げた目的、目標の達成状況により、

評価を実施します。 

評価に当たっては、ＫＤＢ（国保データベース）システムからの出力データ及び特定健康診査の

国への実績報告後のデータを活用して評価を実施します。 

なお、本市国民健康保険における事業運営の健全化を図る観点から、岩出市国民健康保険運

営協議会に進捗状況を報告し、保健事業実施計画を見直すこととします。 

 

 

２．保健事業実施計画（データヘルス計画）の公表 
 

 「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（平成２６年厚生労働省告示第１４０

号改正）に基づき、保健事業実施計画を分かりやすい形で市ホームページへ掲載し、公表すること

とします。 

 

 

３．保健事業実施計画（データヘルス計画）の周知 
 

 趣旨等の普及啓発に努め、広報及びホームページに掲載し、計画内容の周知を図ります。 

 

 

４．個人情報の保護 
 （１）基本的な考え方 

   医療保険者は、保健事業等で得られる健康情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関 

する法律（平成１５年法律第５７号）及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応を行います。 

その際には、利用者の利益を守る意味から個人情報の保護に十分配慮しつつ、収集された個人 

情報の有効な利用に努めます。 

 

（２）具体的な個人情報の保護 

   個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及 

 び同法に基づくガイドライン等に定める職員の責務（データの正確性の確保、漏洩防止措置、従 

業者の監督、委託先の監督）について、周知徹底を図ります。 

  また、岩出市個人情報保護条例（平成１６年岩出町条例第２号）、情報セキュリティポリシーに

基づき、適正な管理を行います。保健事業を外部委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的 
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外利用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況の管理を行います。 

 

（３）守秘義務規定 

    ▼国民健康保険法（昭和３３年１２月２７日法律第１９２号） 

     第１２０条の２ 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なし 

に、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 

又は百万円以下の罰金に処する。 

    

    ▼高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日法律第８０号） 

       （秘密保持義務） 

     第３０条 第２８条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その 

者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの者であった者 

は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 

(罰則) 

     第１６７条 第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以 

下の罰金に処する。 

     

    ▼岩出市個人情報保護条例（平成１６年３月３１日岩出町条例第２号） 

       (罰則) 

第２９条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて個人情 

報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、 

第２条第３号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したもの 

を含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３０条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た個人情報を、自己若しくは第三 

者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万 

円以下の罰金に処する。 

第３１条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目 

  的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき 

は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第３２条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、 

１０万円以下の過料に処する。 

 

（４）記録の保存方法等 

   診療報酬明細書等、特定健康診査、特定保健指導等に関するデータの管理は、個人情報 

に関する法令及び本市個人情報保護条例等を遵守し、適切に保管するものとします。 
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第６章 その他 
 
 

１．地域包括ケアに係る取り組み 
（１）地域で被保険者を支える連携の促進 

    住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現に 

向け、国民健康保険者として、地域ケア会議等の会議に参加し、連携を図ります。 

 

（２）課題を抱える被保険者層の分析 

   国民健康保険においては、前期高齢者の方々が属しているため、国保データベース（ＫＤＢ） 

システム等のデータを活用し、医療や疾病状況、健康情報等を抽出・分析し、関係機関と情報 

共有を行います。また、後期高齢者医療制度についてもデータを共有し、地域課題の抽出や

事業の評価等に利活用していきます。 

 

２．関係部署との連携 
 

  保健事業を効率的に実施するために、各関係機関や庁内の関係部署と連携し、共通認識を持 

って、課題解決への取り組みや効率的、効果的な実施方法等の改善について、積極的に取り組 

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関・団体 

和歌山県 

岩出市 

医師会・各医療機関 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

農協・商工会 等 

・国民健康保険課 

・健康推進課 

・岩出保健所 

  保険年金課 

  保健推進課 

  長寿介護課 
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３．事業の質の確保 
 

 保険者として、事業運営に関わる担当者の関連する研修会への参加等により、事業担当者の知

識、技能の向上を図るよう努めます。 

 また、計画の策定及び評価については、和歌山県国民健康保険団体連合会の保健事業支援・

評価委員会及び和歌山県国民健康保険団体連合会が開催する研修会等において、指導、助言を

受けるものとします。 
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  岩出市国民健康保険保健事業実施計画 

 （データヘルス計画） 
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